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(57)【要約】
【課題】機能水の供給圧を安定的に保つことができる機
能水製造装置及び機能水製造方法を提供すること。
【解決手段】
　超純水製造装置から供給される超純水の水圧を低下さ
せて略一定に保つ減圧弁と、前記減圧弁で水圧の低下さ
れた前記超純水を加圧する加圧量の調整可能な給水ポン
プと、前記給水ポンプで加圧された前記超純水に前記機
能性ガスを溶解させて機能水を製造する溶解装置とを備
える機能水製造装置及び機能水製造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超純水製造装置から供給される超純水に機能性ガスを溶解せて機能水を製造し、供給す
る機能水製造装置であって、
　前記超純水の水圧を低下させて略一定に保つ減圧弁と、
　前記減圧弁で水圧の低下された前記超純水を加圧する加圧量の調整可能な給水ポンプと
、
　前記給水ポンプで加圧された前記超純水に前記機能性ガスを溶解させて前記機能水を製
造する溶解装置と
を備えることを特徴とする機能水製造装置。
【請求項２】
　超純水製造装置から供給される超純水に機能性ガスを溶解せて機能水を製造し、供給す
る機能水製造装置であって、
　前記超純水を加圧する加圧量の調整可能な給水ポンプと、
　前記給水ポンプで加圧された前記超純水の水圧を低下させて略一定に保つ減圧弁と、
　前記減圧弁で水圧の低下された前記超純水に前記機能性ガスを溶解させて前記機能水を
製造する溶解装置と
を備えることを特徴とする機能水製造装置。
【請求項３】
　前記減圧弁から流出される前記超純水の水圧は、前記減圧弁に供給される超純水の水圧
よりも、２０ｋＰａ～２００ｋＰａ低いことを特徴とする請求項１又は２記載の機能水製
造装置。
【請求項４】
　前記溶解装置への前記超純水の給水圧は、２３５ｋＰａ～２６５ｋＰａであること特徴
とする請求項１乃至３のいずれか１項記載の機能水製造装置。
【請求項５】
　前記給水ポンプは、遠心型の渦巻ポンプであることを特徴とする請求項１乃至４のいず
れか１項記載の機能水製造装置。
【請求項６】
　さらに、前記機能水の水圧を測定して測定値を出力する水圧センサーと、
　前記給水ポンプの吐出圧が所定の水圧に維持されるように、前記水圧センサーの出力に
基づいて前記給水ポンプの加圧量を制御する制御装置と
を備えることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の機能水製造装置。
【請求項７】
　前記機能性ガスは水素ガスであることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項記載
の機能水製造装置。
【請求項８】
　超純水製造装置から供給される超純水に機能性ガスを溶解せて機能水を製造する機能水
製造方法であって、
　前記超純水の水圧を低下させて略一定に保つ減圧工程と、
　前記減圧工程で水圧の低下された前記超純水を加圧する加圧工程と、
　加圧された前記超純水に前記機能性ガスを溶解させて前記機能水を製造する溶解工程と
を備えることを特徴とする機能水製造方法。
【請求項９】
　超純水製造装置から供給される超純水に機能性ガスを溶解せて機能水を製造する機能水
製造方法であって、
　前記超純水を加圧する加圧工程と、
　前記加圧工程で加圧された前記超純水の水圧を低下させて略一定に保つ減圧工程と、
　前記減圧工程で水圧の低下された前記超純水に前記機能性ガスを溶解させて前記機能水
を製造する溶解工程と
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を備えることを特徴とする機能水製造方法。
【請求項１０】
　さらに、生成された前記機能水の水圧を測定する水圧測定工程を備え、
　前記加圧工程を経た前記超純水の水圧が所定の水圧に維持されるように、前記水圧測定
工程における測定値に基づいて前記加圧工程における加圧量を制御する
　ことを特徴とする請求項８又は９記載の機能水製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機能水製造装置及び機能水製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、超純水に特定の気体を溶解させて調製された、いわゆる機能水の電子材料洗浄用
途での実用性が認められるようになり、ウェット洗浄プロセスにおいてその普及が進んで
いる。超純水に気体を溶解させる気体溶解装置としては、溶解部として気体透過性の膜を
内蔵したモジュールを適用する装置が一般的に用いられている。
【０００３】
　気体溶解装置においては、水素などの気体に関しては、溶解させる気体の単位流量に対
して一定流量の超純水を供給することで、目的濃度の気体を溶解した機能水が精度よく得
られることが知られており、溶解装置への超純水の供給流量と気体の供給流量を制御して
、機能水中の気体の濃度を安定に保つようにした気体溶解装置が提案されている（例えば
、特許文献１参照。）。
【０００４】
　ここで、気体を溶解させる超純水を製造する超純水製造装置においては、原水からイオ
ン性及び非イオン性の不純物等が除去された一次純水が一旦一次純水タンクに貯留され、
この一次純水タンクから一次純水を二次純水システムに導入して処理し、得られた超純水
がユースポイントに供給される。ユースポイントは、例えば超純水製造装置の最後段に設
置される超純水タンクから、超純水を一次純水タンクに還流させる還流配管の経路に設置
される。ユースポイントで使用されない超純水は還流配管を介して一次純水タンクに還流
されている。
【０００５】
　上記気体溶解装置は、ユースポイントに接続されて、機能水を例えばウエハの洗浄装置
に供給する。ここで、還流配管の経路には、超純水の使用される複数の装置（ユースポイ
ント）が設けられる場合がある。このような場合、通常、超純水製造装置で製造される超
純水の水圧をほぼ一定に保つことで、ユースポイントに供給される超純水の供給圧は、ほ
ぼ一定に保たれている。ところが、複数のユースポイントにおける超純水の使用量がそれ
ぞれ独立して変動するため、その変動のタイミングによっては、各ユースポイントにおけ
る超純水の供給圧が変動することがある。例えば、超純水を使用する複数の洗浄装置にお
いて、洗浄サイクルの停止のタイミングが重なった場合など、停止していない装置の接続
されたユースポイントにおける超純水の供給圧が大幅に上昇することがある。また、ユー
スポイントの数が多い場合、循環配管のより下流側に設けられたユースポイントでは、上
流側での超純水の使用量の変化の影響を受け易くなり、超純水の供給流量や供給圧の予期
せぬ低下が懸念されることもある。
【０００６】
　ところで、洗浄用機能水により洗浄される半導体ウエハの大型化が進んでいるために、
洗浄用機能水をウエハに掛け流して洗浄するバッチ式の掛け流し洗浄方法が採用されてい
る。このバッチ式の掛け流し洗浄方法では、通常、洗浄時間によって、ウエハの洗浄を制
御するため、洗浄用機能水の供給圧が減少した場合、ウエハ表面への洗浄用機能水の供給
量が不足し、充分な洗浄が行えないことがある。
【０００７】
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　ウエハ表面への洗浄用機能水の供給量の不足の問題は、ウエハが大型になるほど、例え
ば２００ｍｍ以上になると顕著となる。そのため、このような大型のウエハの洗浄用機能
水に対しては、供給圧をより安定に一定に保つことが求められていた。
【０００８】
　このような課題に対して、従来の機能水中の気体の濃度を保つように構成された溶解装
置では、機能水の供給圧の変動を防ぐような格別の配慮がなされていない。すなわち、超
純水の供給圧が一定であることが前提とされており、超純水の供給圧が変動した場合に、
製造される機能水の供給圧を一定に保つことができない。そのため、従来の溶解装置では
、ウエハ表面への洗浄用機能水の供給量の不足の問題が解消されない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００９－８２９１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は上記した課題を解決するためになされたものであって、機能水の供給圧を安定
的に保つことができる機能水製造装置及び機能水製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の機能水製造装置は、超純水製造装置から供給される超純水に機能性ガスを溶解
せて機能水を製造し、供給する機能水製造装置であって、前記超純水の水圧を低下させて
略一定に保つ減圧弁と、前記減圧弁で水圧の低下された前記超純水を加圧する加圧量の調
整可能な給水ポンプと、前記給水ポンプで加圧された前記超純水に前記機能性ガスを溶解
させて前記機能水を製造する溶解装置と、を備えることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の機能水製造装置は、超純水製造装置から供給される超純水に機能性ガスを溶解
せて機能水を製造し、供給する機能水製造装置であって、前記超純水を加圧する加圧量の
調整可能な給水ポンプと、前記給水ポンプで加圧された前記超純水の水圧を低下させて略
一定に保つ減圧弁と、前記減圧弁で水圧の低下された前記超純水に前記機能性ガスを溶解
させて前記機能水を製造する溶解装置と、を備えることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の機能水製造装置において、前記減圧弁から流出される前記超純水の水圧は、前
記減圧弁に供給される超純水の水圧よりも、２０ｋＰａ～２００ｋＰａ低いことが好まし
い。また、前記溶解装置への前記超純水の給水圧は、２３５ｋＰａ～２６５ｋＰａである
ことが好ましい。
【００１４】
　本発明の機能水製造装置は、さらに、前記機能水の水圧を測定して測定値を出力する水
圧センサーと、前記給水ポンプの吐出圧が所定の水圧に維持されるように、前記水圧セン
サーの出力に基づいて前記給水ポンプの加圧量を制御する制御装置と、を備えることが好
ましい。
【００１５】
　本発明の機能水製造装置において、前記機能性ガスは水素ガスであることが好ましい。
【００１６】
　本発明の機能水製造方法は、超純水製造装置から供給される超純水に機能性ガスを溶解
せて機能水を製造する機能水製造方法であって、前記超純水の水圧を低下させて略一定に
保つ減圧工程と、前記減圧工程で水圧の低下された前記超純水を加圧する加圧工程と、加
圧された前記超純水に前記機能性ガスを溶解させて前記機能水を製造する溶解工程とを備
えることを特徴とする。
【００１７】
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　本発明の機能水製造方法は、超純水製造装置から供給される超純水に機能性ガスを溶解
せて機能水を製造する機能水製造方法であって、前記超純水を加圧する加圧工程と、前記
加圧工程で加圧された前記超純水の水圧を低下させて略一定に保つ減圧工程と、前記減圧
工程で水圧の低下された前記超純水に前記機能性ガスを溶解させて前記機能水を製造する
溶解工程と、を備えることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の機能水製造方法においては、さらに、生成された前記機能水の水圧を測定する
水圧測定工程を備え、前記加圧工程を経た前記超純水の水圧が所定の水圧に維持されるよ
うに、前記水圧測定工程における測定値に基づいて前記加圧工程における加圧量を制御す
ることが好ましい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の機能水製造装置及び機能水製造方法によれば、機能水の供給圧を安定的に保つ
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施形態の機能水製造装置を概略的に表すブロック図である。
【図２】実施形態の機能水製造装置を用いた機能水製造方法の一例を概略的に表すフロー
図である。
【図３】実施形態の機能水製造装置に用いられる溶解装置の一例を概略的に表すブロック
図である。
【図４】他の実施形態の機能水製造装置を概略的に表すブロック図である。
【図５】実施例の溶解装置から流出される水素水の水圧変動を示すグラフである。
【図６】比較例の溶解装置から流出される水素水の水圧変動を示すグラフである。
【図７】比較例の溶解装置から流出される水素水の水圧変動を示すグラフである。
【図８】他の実施例の溶解装置から流出される水素水の水圧変動を示すグラフである。
【図９】他の実施例の溶解装置から流出される水素水の水圧変動を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して、実施形態を詳細に説明する。
　図１は、本実施形態の機能水製造装置１を概略的に示すブロック図である。
【００２２】
　図１に示す機能水製造装置１は、超純水の水圧を所定の範囲で略一定に調整する減圧弁
１１と、減圧弁１１で水圧の低下された超純水を加圧する給水ポンプ１２と、加圧された
超純水に機能性ガスを溶解させて、機能水を製造する溶解装置１３とを備えている。溶解
装置１３には、溶解装置１３で製造された機能水をユースポイントに供給する機能水供給
配管１４が接続されている。また、溶解装置１３には、溶解装置１３に機能性ガスを供給
する機能性ガス供給装置１６が接続されている
【００２３】
　機能水供給配管１４には、溶解装置１３で得られた機能水の水圧を測定して測定値を出
力する水圧センサー１７が介設されている。機能水製造装置１は、水圧センサー１７の測
定値を入力して給水ポンプ１２に加圧量の制御信号を出力する制御装置１８を備えている
。
【００２４】
　機能水製造装置１は、超純水製造装置１００の循環配管１０１から分岐して接続された
超純水供給配管１０２の経路に介設されている。
【００２５】
　図２は、機能水製造装置１を用いた機能水製造方法の一例を概略的に表すフロー図であ
る。図２に示す機能水製造方法は超純水供給配管１０２から供給される超純水の水圧を低
下させて略一定に保つ減圧工程Ｓ１と、水圧の低下された超純水を所定の圧力に加圧する
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加圧工程Ｓ２と、加圧された超純水に機能性ガスを溶解させて機能水を製造する溶解工程
Ｓ３と、溶解工程Ｓ３で得られた機能水の水圧を測定する水圧測定工程Ｓ４を有している
。
【００２６】
　超純水製造装置１００としては、特に限定されず、例えば、市水、井水、河川水、工業
用水等の原水から、イオン性物質、有機物、溶存ガス、微粒子等を除去する装置が用いら
れる。このような超純水製造装置１００は、一般的に、原水中の濁質分を除去する前処理
システムと、逆浸透膜装置、イオン交換装置、脱気装置、紫外線酸化装置等を備えて構成
され、前処理された原水（前処理水）から、イオン性物質及び非イオン性物質を除去する
一次純水システムとを備えて構成される。超純水製造装置１００は、さらに、一次純水シ
ステムで得られた一次純水を一旦貯留する一次純水タンクを備え、一次純水タンクの下流
側に、二次純水システムを備えていてもよい。二次純水システムでは、一次純水中に微量
残存する不純物が除去されて、超純水が製造される。製造された超純水は循環配管１０１
を介して一次純水を貯留する一次純水タンクに還流される。
【００２７】
　このような超純水製造装置１００で製造される超純水は、抵抗率が好ましくは、１０Ｍ
Ω・ｃｍ以上、より好ましくは、１８ＭΩ・ｃｍ以上である。
【００２８】
　超純水製造装置１００における超純水の製造量は、代表的には、１００ｔ／ｈｏｕｒ～
１０００ｔ／ｈｏｕｒである。循環配管１０１の経路には複数のユースポイント（ＰＯＵ
）１０３が接続されており、製造された超純水はこれらユースポイント１０３において並
行して使用される。上記製造量による超純水製造装置１００に接続されるユースポイント
の数は１００箇所～数百箇所、１つのユースポイントで使用される超純水の量は、例えば
ウエハの洗浄用途においては１ｔ／ｈｏｕｒ～２ｔ／ｈｏｕｒであるのが一般的である。
また、このような場合、超純水製造装置１００からの超純水の供給圧は平常時(変動がな
く安定した状態のとき)で２５０ｋＰａ～３００ｋＰａ程度である。このようにして、超
純水製造装置１００で製造された超純水の一部が、超純水供給配管１０２を介して、機能
水製造装置１の減圧弁１１に導入される。
【００２９】
　減圧弁１１は、超純水供給配管１０２から供給される超純水の水圧を、略一定の水圧に
低下させる（減圧工程Ｓ１）。減圧弁１１は、超純水の水圧が平常時から一時的に上昇あ
るいは低下して変動した場合に、この変動を緩衝して、略一定の圧力で流出させる作用を
有する。減圧弁１１としては、給水の水圧を減圧調整して下流に供給するものであれば特
に限定されない。具体的に例えば、ダイヤフラム及びばねを備え、当該ダイヤフラムによ
って水圧を減圧させる減圧機構を有する減圧弁が用いられる。当該減圧弁は、水を、水流
入口から減圧機構を経て水流出口に流通し、水流出口の圧力変動によるダイヤフラムの変
位により減圧機構を作動させて水流入口から水流出口への水圧を減圧調整して、下流に供
給するものである。減圧弁１１から流出される超純水の水圧は、例えば上記減圧機構に備
えられるばねの強さによって調節することができる。
【００３０】
　減圧弁１１での減圧については例えば、超純水供給配管１０２（一次側）からの超純水
の供給圧が平常時２５０ｋＰａ～３００ｋＰａである場合、減圧弁１１から流出される超
純水の水圧は、１００ｋＰａ～超純水の供給圧力より２０ｋＰａ低い圧力の範囲に設定さ
れることが好ましく、１５０ｋＰａ～２００ｋＰａ範囲の値に設定されることがより好ま
しい。そうすることで、減圧弁１１から流出される超純水の水圧は、前記好ましい値から
±５％の範囲内で略一定に保たれる。このため、上記減圧弁１１の流出圧（二次側）は、
超純水供給配管１０２から供給される水圧よりも、好ましくは２０ｋＰａ～２００ｋＰａ
の範囲、より好ましくは４０ｋＰａ～１５０ｋＰａ程度で低下するように設定する。なお
、超純水供給配管１０２（一次側）からの超純水の供給圧と減圧弁１１からの流出圧との
差が小さい場合には、減圧弁１１における減圧量は上記よりも少なくてよい。
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【００３１】
　減圧弁１１における一次側と二次側の差圧は、給水ポンプ１２の最大加圧量（最大吐出
揚程）の４５％～５５％の範囲の値であることが好ましく、５０％～５５％の範囲の値で
あることがより好ましい。最大加圧量の４５％以上であれば、水圧が十分に減圧され、給
水ポンプ１２の吐出圧の安定性を向上させる。５５％以下であれば、給水ポンプ１２で超
純水が十分に加圧されるので、機能水の水圧の安定性を向上させる。
【００３２】
　給水ポンプ１２は、減圧弁１１で水圧が低下された超純水を所定の水圧に加圧する（加
圧工程Ｓ２）。給水ポンプ１２としては、加圧量の制御が可能なものであれば特に限定さ
れず、容積変化による吸込みと吐出を連続的に行う回転式容積型ポンプや、容積変化によ
る吸入と吐出を繰り返し行う往復運動式容積型ポンプ、ポンプ内の羽根車やプロペラの回
転によって発生する遠心力や推進力で液体を吐出する遠心型ポンプ等を用いることができ
る。
【００３３】
　具体的には、回転式容積型ポンプとしては、チューブポンプ、ロータリーポンプ、ギア
ポンプ、スネークポンプ等、往復運動式容積型ポンプとしてはダイヤフラムポンプ、プラ
ンジャーポンプ等が挙げられる。また、遠心型ポンプとしては渦巻ポンプ等が挙げられる
。なかでも、流体の脈動が少なく、吐出圧を略一定に安定に維持する点で、回転式容積型
ポンプ及び遠心型ポンプが好ましく、遠心型ポンプである渦巻ポンプが特に好ましい。
【００３４】
　具体的に例えば、超純水供給配管１０２からの超純水の供給圧が平常時２５０ｋＰａ～
３００ｋＰａである場合、給水ポンプ１２から流出される超純水の水圧は２３５ｋＰａ～
２６５ｋＰａの範囲で略一定に保たれることが好ましい。給水ポンプ１２から流出される
超純水の水圧が上記した範囲であることで、安定した濃度の機能水を得ることができる。
【００３５】
　給水ポンプ１２の加圧可能な最大加圧量は、機能水の十分な濃度を維持する観点から２
５０ｋＰａ以上であることが好ましい。また、給水ポンプ１２における加圧量は、減圧弁
１１における減圧量によるが、３０ｋＰａ～３００ｋＰａの範囲であることが好ましく、
５０ｋＰａ～２６０ｋＰａの範囲であることがより好ましい。加圧量は、３０ｋＰａ以上
であることで機能水の十分な濃度をより安定的に維持することができる。３００ｋＰａ以
下であることで、給水ポンプ１２の吐出圧のフィードバック制御を的確に行い易い。
【００３６】
　制御装置１８は、水圧センサー１７の出力（測定値）に基いて、給水ポンプ１２の加圧
量を制御する。具体的には、渦巻ポンプ等の遠心型ポンプを用いる場合、水圧センサー１
７からの水圧検出信号をフィードバックして、目標水圧値と比較し、検出水圧値と目標水
圧値の偏差がゼロとなるように、給水ポンプ１２の運転周波数を制御して行われる。
【００３７】
　水圧センサー１７は、機能水供給配管１４内の機能水の水圧を測定する（水圧測定工程
Ｓ４）。水圧センサー１７としては特に限定されず、一般的なダイヤフラムゲージ型の水
圧センサーを使用することができる。水圧センサー１７の市販品としては、例えば、サー
パス工業社製の圧力計等が使用可能である。水圧センサー１７は測定値を出力して、該出
力が制御装置１８に入力される。
【００３８】
　溶解装置１３としては、特に制限されず、超純水にガス透過膜を介して機能性ガスを注
入して溶解させる装置、配管内に直接機能性ガスをバブリングして溶解させる装置、機能
性ガスを注入後にスタティクミキサーなどの分散手段を設けて溶解させる装置、ガス溶解
槽に超純水を供給するポンプの上流側に機能性ガスを供給し、ポンプ内の攪拌によって溶
解させる装置などが挙げられる。
【００３９】
　図３に、溶解装置１３の一例として、超純水にガス透過膜を介して機能性ガスを注入し
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て溶解させる溶解装置１３１を概略的に示す。溶解装置１３１は、ガス透過膜として中空
糸膜を使用し、この中空糸膜において、機能性ガスを超純水中に溶解させる装置である。
溶解装置１３１は、内部に中空糸膜が設置された中空糸膜溶解槽１３２（中空糸膜ユニッ
ト）を備えている。中空糸膜溶解槽１３２内部には、超純水を中空糸膜溶解槽１３２に供
給する被処理水供給管１３６が接続されている。超純水は超純水供給配管１３６を通って
中空糸膜の外側１３３に供給される。一方、機能性ガスは、中空糸膜溶解槽１３２に接続
されたガス供給管１３５を通って、中空糸膜の内側１３４に外側供給圧よりも低圧で供給
される。これにより、外側の超純水は中空糸膜を透過して、機能性ガスを溶解して機能水
が調製される（溶解工程Ｓ３）。
【００４０】
　中空糸膜溶解槽１３２の出水口には、機能水供給配管１４が接続されており、調製され
た機能水は、機能水供給配管１４を介して中空糸膜溶解槽１３２外に排出される。このよ
うな溶解装置１３１によれば、中空糸膜溶解槽に流入する超純水と供給された機能性ガス
は、それぞれ中空糸膜溶解槽の液相部と気相部に一定時間滞留するので、機能性ガスの供
給量の変動や若干の時間的遅れに対して緩衝機能を発揮し、溶解した機能性ガスの濃度の
変動の少ない機能水を安定して製造することができる。
【００４１】
　機能性ガス供給装置１６は、例えば、機能性ガスを発生ないし貯蔵する機能性ガス貯蔵
装置に、機能性ガスの供給流量を調節するマスフローコントローラを備えて構成される。
【００４２】
　この場合、制御装置１８が、機能性ガス供給装置１６の機能性ガスの供給流量を制御す
る。例えば、水圧センサー１７の測定値に基づいて、制御装置１８が機能性ガス供給装置
１６に備えられるマスフローコントローラによる機能性ガスの供給流量を制御する。これ
により、所望の濃度の機能水が製造されるように、機能性ガス供給装置１６から溶解装置
１３へ機能性ガスが供給される。
【００４３】
　機能性ガスとしては、例えば、水素ガス、酸素ガス、窒素ガス、オゾンガス、二酸化炭
素ガス等の機能性ガスを用いることができる。機能性ガスとして水素ガス、酸素ガスなど
を溶解した機能水によれば、電子材料の表面に付着した微粒子を除去することができる。
機能性ガスとしてオゾンガスなどを溶解した機能水によれば、電子材料の表面に付着した
有機物と金属分を除去することができる。機能性ガスとして二酸化炭素ガスを溶解した機
能水によれば、被洗浄物表面における静電気の発生を防止することができる。機能性ガス
としては、水素ガスが好適である。
【００４４】
　このようにして溶解装置１３で生成される機能水は、例えば機能性ガスが水素ガスであ
る場合、２５℃、１気圧下での溶存水素濃度が、好ましくは０．１ｍｇ／Ｌ以上、より好
ましくは０．５ｍｇ／Ｌ～１．５ｍｇ／Ｌ、さらに好ましくは１．０ｍｇ／Ｌ～１．２ｍ
ｇ／Ｌである。生成される機能水の流量は、例えばウエハの洗浄用途においては1枚当た
り、０．５Ｌ／ｍｉｎ～２Ｌ／ｍｉｎとなるようにする。
【００４５】
　また、溶解装置１３における機能性ガスの溶解性を高めるために、予め、溶解装置１３
に供給される超純水中の溶存酸素、溶存窒素等のうち、機能性ガス以外の溶存ガスが除去
されることが好ましい。この場合、例えば、溶解装置１３に供給される超純水中の溶存酸
素濃度は０．１ｍｇ／Ｌ以下程度に低減されることが好ましい。このため、溶解装置１３
と給水ポンプ１２の間に、脱ガス装置を備えることが好ましい。この脱ガス装置としては
、ガス透過膜を備える真空脱気装置等が好適に用いられる。
【００４６】
　上述のようにして本実施形態の機能水製造装置１で得られた所定濃度の機能水は、機能
水供給配管１４を介して、電子材料用の洗浄装置、表面処理装置等のユースポイント１５
へ供給され、使用される。機能水製造装置１によれば、超純水製造装置１００からの超純
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水の供給圧が変動した場合にも機能水を一定の供給圧でユースポイントへ送給することが
できる。これは、次の作用による。
【００４７】
　一般的に、給水ポンプの吐出圧のフィードバック制御では、二次側に変動が現れて初め
て給水ポンプのモーターの回転周波数が制御されるため、タイムラグによる制御値の乱れ
（オーバーシュート）が生じやすい。特に一次側の水圧変動が大きい場合、制御値の乱れ
が増幅して、目標値に安定化させるのに時間がかかる。
【００４８】
　実施形態の機能水製造装置では、給水ポンプ１２の直前に減圧弁１１を配置することで
、給水ポンプ１２の一次側の水圧が、上記のように略一定の水圧に維持される。そのため
、二次側の水圧変動が小さくなるため、給水ポンプ１２のフィードバック制御における制
御値の乱れを極めて小さくすることができる。このようにして、溶解装置１３への超純水
の供給水圧が略一定に維持される。
【００４９】
　さらに、実施形態の機能水製造装置１ではフィードバック制御において、水圧センサー
１７による機能水の水圧の測定値を使用していることも有益である。一般的に、水圧セン
サー１７は、流量センサーに比べて、測定時間が短く、測定精度も高いため、応答性に優
れている。そのため、水圧センサー１７による水圧測定から、給水ポンプ１２のモーター
制御までのタイムラグや、水圧センサー１７における測定誤差による制御値への影響が少
なく、給水ポンプ１２の吐出圧が的確に制御される。
【００５０】
　このように、本実施形態の機能水製造装置によれば、給水ポンプの直前に減圧弁を配置
することで、給水ポンプの吐出圧を安定化させることができる。そのため、機能水のユー
スポイントへの供給水圧を安定的に維持することができる。また、機能水の水圧に基づい
て、溶解装置１３への超純水の供給水圧及び機能性ガスの供給流量を制御するため、流量
制御を行う場合に比べて、安定した機能水のユースポイントへの供給圧の制御が可能であ
る。
【００５１】
　次に、第２の実施形態の機能水製造装置２について説明する。図４は機能水製造装置２
を概略的に示すブロック図である。図４に示す機能水製造装置２は、図１に示す機能水製
造装置１と、減圧弁１１及び給水ポンプ１２の順序が異なっているが、その他の構成は同
様である。そのため、図４において、図１と同様の機能を奏する構成には同一の符号を付
して重複する説明を省略する。
【００５２】
　機能水製造装置２において、給水ポンプ１２は、超純水製造装置から供給される超純水
を所定の水圧に加圧する。例えば、超純水の供給圧が平常時２５０ｋＰａ～３００ｋＰａ
である場合、給水ポンプの吐出圧は、超純水の圧力より３０ｋＰａ高い圧力～３５０ｋＰ
ａに設定される。給水ポンプ１２での加圧量は、下流側の減圧弁１１における減圧量によ
るが、３０ｋＰａ～２００ｋＰａに設定されることが好ましい。
【００５３】
　そして、給水ポンプ１２で加圧された超純水は減圧弁１１で減圧される。減圧弁１１か
ら流出される超純水の水圧は、２３５ｋＰａ～２６５ｋＰａの範囲であることが好ましく
、２５０ｋＰａ程度であることがより好ましい。このように設定することで、減圧弁１１
から流出される超純水の水圧は、前記好ましい値から±５％の範囲内で略一定に保たれる
。このため、上記減圧弁１１の流出圧（二次側）は、給水ポンプ１２に供給される水圧よ
りも、好ましくは２０ｋＰａ～２００ｋＰａの範囲、より好ましくは４０ｋＰａ～１５０
ｋＰａ程度で低下するように設定する。なお、本実施形態では給水ポンプ１２における加
圧量が小さければ、減圧弁１１における減圧量も小さくてよい。
【００５４】
　減圧弁１１における一次側と二次側の差圧は、給水ポンプ１２の最大加圧量（最大吐出
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揚程）の４５％～５５％の範囲の値であることが好ましく、５０％～５５％の範囲の値で
あることがより好ましい。最大加圧量の４５％以上であれば、水圧が十分に減圧され、給
水ポンプ１２の吐出圧の安定性を向上させる。５５％以下であれば、給水ポンプ１２で超
純水が十分に加圧されるので、機能水の水圧の安定性を向上させる。
【００５５】
　このように、本実施形態の機能水製造装置によれば、給水ポンプの直後に減圧弁を配置
することで、溶解装置への超純水の供給水圧を安定化させることができる。そのため、機
能水のユースポイントへの供給水圧を安定的に維持することができる。また、機能水の水
圧に基づいて、溶解装置１３への超純水の供給水圧及び機能性ガスの供給流量を制御する
ため、流量制御を行う場合に比べて、安定した機能水のユースポイントへの供給圧の制御
が可能である。
【実施例】
【００５６】
（実施例１）
　減圧弁（セキスイ社製、ＴＹＰＥ７５５）及び給水ポンプ（レヴィトロ二クス社製、Ｂ
ＰＳ－６００）を順に用い、超純水を、水素ガスを溶解させる溶解装置（中空糸膜式溶解
装置、型番Ｇ２８４、メンブラーナ社製）に給水した。この溶解装置に超純水を流量２０
Ｌ／ｍｉｎで供給し、製造される水素水中の水素濃度を１．２ｍｇ／Ｌに設定して水素ガ
スを供給し、水素水を製造した。水素ガスの供給流量は２９０ｍＬ／ｍｉｎであった。水
素水の水圧を水圧センサーで測定し、給水ポンプの吐出圧が０．２５ＭＰａになるように
給水ポンプの吐出圧をフィードバック制御した。減圧弁の超純水の流出圧を０．２ＭＰａ
に設定した。減圧弁への超純水の供給圧は、０．２４ＭＰａの略一定にしておき、一時的
に低下させた後、増加させて、減圧弁出口側の超純水の水圧（＝給水ポンプ入り口側の超
純水の水圧）及び溶解装置から流出される水素水の水圧変動を調べた。結果を図５に示す
。
【００５７】
　図５に示されるように、給水ポンプの前段に減圧弁を配置することで、減圧弁への供給
水圧が変動した場合にも、水素水の水圧が安定的に保たれることが分かる。
【００５８】
（比較例１）
　減圧弁を用いずに、給水ポンプのみを用いた他は実施例１と同様に、超純水を溶解装置
に給水した。この際、給水ポンプの吐出圧が０．２５ＭＰａになるように給水ポンプの吐
出圧をフィードバック制御した。給水ポンプへの超純水の供給圧を０．２ＭＰａの略一定
にしておき、ここから、約５秒間、一時的に低下させて、この際の水素水の水圧の変動を
調べた。結果を図６に示す。
【００５９】
（比較例２）
　減圧弁を用いずに、給水ポンプのみを用いた他は実施例１と同様に、超純水を溶解装置
に給水した。この際、給水ポンプの吐出圧が０．２５ＭＰａになるように給水ポンプの吐
出圧をフィードバック制御した。給水ポンプへの超純水の供給圧を０．２ＭＰａの略一定
にしておき、ここから、約５０秒間、一時的に低下させた後、増加させて、水素水の水圧
の変動を調べた。結果を図７に示す。
【００６０】
　図６、７より、減圧弁を用いない場合、給水ポンプへの給水圧が変動した際には、水素
水の水圧が変動することが分かる。
【００６１】
（実施例２）
　実施例１と同様の減圧弁及び給水ポンプを順に用い、超純水を、実施例１と同様の溶解
装置に給水し、実施例１と同様に超純水に水素ガスを溶解させて水素水を製造した。水素
水の水圧を水圧センサーで測定し、給水ポンプの吐出圧が０．２５ＭＰａになるように給
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水ポンプの吐出圧をフィードバック制御した。減圧弁への超純水の供給圧は、０．２５Ｍ
Ｐａの略一定にしておき、段階的に徐々に０．１９ＭＰａまで低下させた後、増加させて
、０．２５ＭＰａに戻した。この際の、減圧弁出口側の超純水の水圧（＝給水ポンプ入り
口側の超純水の水圧）及び溶解装置から流出される水素水の水圧変動を調べた。結果を図
８に示す。
【００６２】
　図８に示されるように、減圧弁への超純水の供給圧が０．１９ＭＰａと、減圧弁の流出
圧の設定値を下回った際には、水素水の水圧は、微小な変動がみられるものの、±５％の
範囲で安定的にほぼ一定に保たれることが分かる。
【００６３】
（実施例３）
　実施例１と同様の減圧弁及び給水ポンプを順に用い、超純水を、実施例１と同様の溶解
装置に給水し、実施例１と同様に超純水に水素ガスを溶解させて水素水を製造した。水素
水の水圧を水圧センサーで測定し、給水ポンプの吐出圧が０．２５ＭＰａになるように給
水ポンプの吐出圧をフィードバック制御した。減圧弁の流出圧は０．２ＭＰａに設定した
。減圧弁への超純水の供給圧は、０．２５ＭＰａの略一定にしておき、段階的に徐々に０
．１９ＭＰａまで低下させた後、増加させて、０．２５ＭＰａに戻した。この際の、減圧
弁出口側の超純水の水圧（＝給水ポンプ入り口側の超純水の水圧）及び溶解装置から流出
される水素水の水圧変動を調べた。結果を図９に示す。
【００６４】
　図９に示されるように、減圧弁の流出圧は０．１ＭＰａと、超純水の供給圧よりも１５
０ｋＰａ小さいかったため、水素水の水圧の水圧は、目標値の０．２５ＭＰａに達してい
ないが、水素水の水圧には安定的に一定に保たれることが分かる。
【００６５】
　流体の圧力制御においては、流体を加圧する場合はポンプのみ、減圧する場合は減圧弁
のみが単独で使用されるのが一般的であり、両者を併用することは通常行われない。これ
は、一般的には、ポンプ又は減圧弁のいずれか単独で、流体の圧力はほぼ一定に保たれる
からである。ここで、機能水は、使用場所での水圧が一定であることが必要であるが、超
純水に機能性ガスを溶解させる溶解装置においては、ポンプ又は減圧弁のいずれか単独で
超純水が供給される場合、超純水の供給源である超純水製造装置の供給圧力の変動によっ
て、溶解装置から流出される機能水の流水圧が変動してしまう。
【００６６】
　これに対し、各実施例で示されるように、本実施形態の機能水製造装置によれば、給水
ポンプと減圧弁を併用することで、溶解装置への超純水の供給水圧を安定化させることが
できる。そのため、機能水の供給水圧を安定的に維持することができる。このように、２
つの装置を組み合わせることによって、圧力が安定するという、著しい効果があることが
確認された。
【符号の説明】
【００６７】
１…機能水製造装置、１１…減圧弁、１２…給水ポンプ、１３…溶解装置、１４…機能水
供給配管、１５…ユースポイント、１６…機能性ガス供給装置、１７…水圧センサー、１
８…制御装置、１００…超純水製造装置、１０１…循環配管、１０２…超純水供給配管、
１０３…ユースポイント、１３１…溶解装置、１３２…中空糸膜溶解槽、１３３…外側、
１３４…内側、１３５…ガス供給管、１３６…被処理水供給管、１３６…超純水供給配管
、減圧工程…Ｓ１、加圧工程…Ｓ２、溶解工程…Ｓ３、水圧測定工程…Ｓ４。
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